
書面議決による役員会がおこなわれました

今年度も型コロナ感染予防で、会合の密を避けるため

書面のやりとりで役員の選出、令和２年度事業報告、令和２年度収支決算報告が行われ

承認されました。また令和３年度に実施される事業計画も承認されました。

伊香具地区地域づくり協議会役員 令和３年度　予算案

令和３年度　活動計画

ほぼ例年通りです。その他事業として以下2点が追加されています。
①　安全・安心のまちづくり事業（令和3年度から5年度の3年間） 　申請予定

　　　交付金概算総額は３年間で約47万円

②　地域情報化推進事業（令和3年度、4年度）　申請予定
　　　交付金概算総額は年間で約３万円

伊香具地区

地域づくり協議会だより

令和３年７月号

総務委員会発行

今年度役員の皆さんです。
氏名（敬称略） 任期

会長 横関　悦男 ①

副会長 服部　昇司 ②

監事 横関　義廣 ①

前川　淳史 ①

理事 横関　悦男 ①

川橋　弘和 ①

前川　清 ①

二宮　巧 ①

二宮　久治 ①

藤田　隆雄 ①

内貴　善勝 ①

清水　研治 ①

横田　久幸 ①

高橋　克弥 ①

二宮　和彦 ①

三家　清隆 ①

事務局長 二宮　邦剛 ②

委員長 横関　幸博 ②

副委員長 川橋　弘和

委員長 二宮　保 ②

副委員長 横関　康正

委員長 三家　清隆 ②

副委員長 横田　茂隆

委員長 中居　久昭 ②

副委員長 林　 　法生

任期① ２０２１年５月～２０２２年５月

任期② ２０２０年５月～２０２２年５月

役職名

子ども支援委員会

健康福祉委員会

産業観光委員会

総務委員会

収入の部 （単位　円）

科目 金額
前年度からの繰り越し 164,600

令和2年度地域づくり交付金
（内訳）

地域づくり交付金 423,000 均等割額 350,000

世帯割額 200円×366戸＝

73,000

地域づくり一括交付金 72,000 自治会宛文書引き渡し業務の受託

（年12回）

合計 659,600

支出の部 （単位　円）

科目 金額
事務費 70,000 事務用品、通信連絡費等

会議費 50,000 総会、役員会、三役委員長打ち合会
委員会経費等

文書配達業務費 42,000 業務委託費
諸負担金 5,000 長浜まちづくり連絡会会費
事業費　総務委員会 100,000 広報誌発行（3回分）、大規模防災訓練
　　　　　子ども支援委員会 100,000 よっといデー活動経費等
　　　　　健康福祉委員会 100,000 転倒予防教室、お楽しみ弁当
　　　　　産業観光委員会 100,000 桜ライトアップ、景観維持活動、

定点ガイド、歴史勉強会
予備費 92,600

合計 659,600

摘要

摘要

防犯灯、防犯カメラ設置事業　防犯パトロール事業
声掛け・見守り運動事業　交通安全啓発事業

地域の情報化推進（ホームページ運用、連絡ツール利用、パソコン、スマホ教室）



過疎地域持続的発展計画の策定にかかる意見交換会がありました。

『高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施事業』についての意見交換会がありました。

伊香具地域づくり協議会のホームページができました。

https://www.ikagu-comm.org/

★　今後、新型コロナウイルス感染拡大などで中止もあります。
昨年はコロナ感染防止のため密を避け、参加人数を絞って開催しました。

今年も感染状況で対応を考えていきます。また、まだ実施内容も検討中です。

ただ、日程だけは決めてあります。スケジュール調整お願いいたします。

１．日時　　　　　１０月２４日（日）　　雨天決行（荒天は中止）
２．実施時間　　１３：３０～１５：００
３．場所　　　　　伊香具小学校　　（なかよし広場・体育館）

４．内容　　　　　防災講座　　長浜市防災危機管理局と検討中　　　　　

防災訓練のご案内

6月18日（金）9時３０より１１時過ぎまで北布施の集会所にて

5月24日（月）１８時３０より２０時３０分過ぎまで北布施の集会所にて
5月24日（月）１８時３０より２０時３０分過ぎまで北布施の集会所にて

5月24日（月）１８時３０より２０時３０分過ぎまで北布施の集会所にて
5月24日（月）１８時３０より２０時３０分過ぎまで北布施の集会所にて

5月24日（月）１８時３０より２０時３０分過ぎまで北布施の集会所にて
5月24日（月）１８時３０より２０時３０分過ぎまで北布施の集会所にて

5月24日（月）１８時３０より２０時３０分過ぎまで北布施の集会所にて

長浜市社会福祉協議会、高齢福祉介護課、長浜市民協働センター

の方々と協議しました。この事業は今年度から始まり、

地内の地域を指定して行われるとのことです。

健康で長生きし、医療費を少なくすることが目的です。

高齢者には高血圧や心疾患の重傷化を予防する循環器

疾患予防と間接の重傷化予防や骨折を予防する運動器

疾患予防に重点をおいて取り組むとのことです。

また病気のことだけでは精神的、肉体的にも活力ある

生活はおくれません。地域と協業していかなくてはなりません。

具体的にはサロンや転倒予防体操グループでの病気予防の

話や専門職による相談受付とアドバイスがあります。

専門職による家庭訪問での生活状況のききとりとアドバイス

があります。ご協力をお願いします。

長浜市総務部政策デザイン課の4名の方と北部振興局

4名の方々と協議しました。過疎対象地域はいままでの

過疎法の政策・施策から新たな理念・目標・施作に作り

変えるというもので追加、変更になります。

旧木之本町も過疎地域の対象となります。

これからの対策のあり方、方向性は過疎地域その地域

の価値・役割と対策の必要性から先進的な少数社会

（多自然型低密度居住地域）として多様な価値を発展させる

とのことです。過疎地域の持続的発展がゴールとなります。

身近な問題として若い方が地域を離れず次代を担ってくれる

安心できる魅力ある地域づくりが必要と感じました。

まだスタートを切ったばかりです。
地域の最新ニュースや残しておきたい
記録など内容を充実していきます。
また、皆様の情報やご意見もお願い
します。

　　　　ホームページに総会資料をアップしています。

　　　　ダウンロードにはパスワードが必要です。

        パスワード ： Tp8hVDdSa




